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物流効率化推進事業費補助金交付要綱 

 

平成２３年６月８日   国政参政第２４号 

改正  平成２３年３月２９日   国総物第１０９号 

改正  平成２５年４月１７日   国 総 物 第 ６ 号 

改正  平成２８年３月３１日   国総物第８３号 

改正  平成２９年５月８日   国 総 物 第 ８ 号 

改正  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日   国総物第１７３号 

改正  令和４年３月３１日   国総物第９４号 

改正  令 和 ６ 年 ４ 月 ４ 日   国 自 物 第 ２ 号 

改正  令和７年３月１４日   国自物第３２４号 

改正  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日   国自物第 315 号 

 

 

（通則） 

第１条 物流効率化推進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、別に定

めのある場合を除き、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第

179号。以下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「適正

化法施行令」という。）によるほか、この要綱及び物流効率化推進事業実施要領（平成 24年

３月 29日付国総物第 110号）の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び貨物の輸送を実施する

者である貨物運送事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海

上運送事業者、港湾運送事業者又は倉庫業者をいう。以下同じ。）等物流に係る関係者によ

って構成される協議会が、物資の流通の効率化に関する法律（平成 17 年法律第 85 号）第

６条第１項に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業及び同項による認定を受け

た総合効率化計画（以下「認定総合効率化計画」という。）に基づき実施する事業（以下「補

助対象事業」という。）に要する経費の一部を国が補助することにより、二酸化炭素排出原

単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダルシフトをはじめとする流通業務の総合化及

び効率化を推進し、温室効果ガスの削減による地球温暖化の防止及び低炭素型の物流体系

の構築を図るとともに、物流分野の労働力不足に対応した物流効率化の取組をより一層推

進することを目的とする。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 補助対象事業者は、荷主企業及び貨物運送事業者等物流に係る関係者によって構成

された協議会であって、予め大臣の認定を受けた者とする。 

 



- 2 - 

 

（交付の対象等） 

第４条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、

補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予

算の範囲内において補助対象事業者に対して補助金を交付する。ただし、別紙暴力団排除

に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の

交付対象としない。 

２ 前項の規定による補助対象事業の区分ごとの内容、補助対象経費、補助率、補助金の額

等については、別表１、別表２、別表３、別表４及び別表５によるものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに第１号様式

による補助金交付申請書を大臣に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消

費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。（以下「消費税等

仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時におい

て消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

３ 前項の規定に関わらず、申請者が以下に掲げる者に該当する場合は、補助金の交付申請に当

たって、当該補助金に係る消費税及び地方税に係る仕入控除税額の減額は求めない。 

（１）消費税法における納税義務者とならない事業者 

（２）免税事業者 

（３）簡易課税事業者 

（４）国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る）、消費税法別表第

3 に掲げる法人  

（５）国若しくは地方公共団体の一般会計である補助事業者 

（６）課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還

を選択する事業者 

 

（交付決定及び通知） 

第６条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、

補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において、別表１、別表２、別表

３、別表４及び別表５に定めるところにより交付決定を行い、第２号様式による交付決定

通知書により補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 前条第１項の規定による交付申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決

定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日程度とする。 

３ 大臣は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。 
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（補助対象事業の計画変更の申請） 

第７条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分について変更しよ

うとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ第３号様式による交付決定（変更）申請

書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第８条 大臣は、前条の規定による交付決定（変更）申請書の提出があったときは、審査の

うえ、交付決定の変更を行い、第４号様式による交付決定（変更）通知書により補助対象

事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の交付決定の変更に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 補助対象事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある

ことにより、当該補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受

けた日から起算して 10日以内に、第５号様式による補助金交付申請取下届出書を大臣に提

出しなければならない。 

 

（補助対象事業の中止等） 

第 10条 補助対象事業者は、補助対象事業を事情の変更により中止又は廃止しようとすると

きは、あらかじめ第６号様式による補助対象事業の中止（廃止）申請書を大臣に提出し、

その承認を受けなければならない。 

 

（状況報告等） 

第 11条 補助対象事業者は、補助対象事業の実施状況等について、大臣の求めがあったとき

は、大臣が別に定める様式及び提出期限までに、その旨を報告しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しないとき、又は補助対

象事業の遂行が困難となったときは、すみやかに第７号様式による補助対象事業事故報告

書を大臣に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了した日若しくは補助対象事業の廃止の承認

があった日から 30 日を経過した日又は３月 15 日のいずれか早い日までに第８号様式によ

る補助対象事業完了実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び通知） 

第 13条 大臣は、前条の規定による補助対象事業完了実績報告書の提出があったときは、そ

の報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件
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に適合すると認めたときは、別表１、別表２、別表３、別表４及び別表５に定めるところ

により、交付すべき補助金の額を確定し、第９号様式による額の確定通知書により補助対

象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20日以内とし、期限内に納付が

ない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセン

トの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 14 条 補助対象事業者は、国からの補助金の支払いを受けようとするときは、第 10 号様

式による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還命令） 

第 15条 大臣は、次に掲げる場合には、第６条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又

は変更することができる。ただし、第５号の場合において、補助事業のうち既に経過した

期間に係る部分についてはこの限りではない。 

一 補助対象事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に違反

した場合 

二 補助事業を記載している認定総合効率化計画の認定が取り消された場合 

三 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

四 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正行為等を行った場合 

五 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又

は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することが

できない場合（補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。） 

六 補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 

２ 大臣は、前項の規定による交付決定の取り消しを行った場合において、既に当該取り消

しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又

は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合であって、適正化法第 17条第１項に基づく交付の決定

の取消しである場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応

じて、年利 10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第 13条第３項の規定を準用する。 

 

（書類の保存義務） 

第 16条 補助対象事業者は、補助対象事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければ

ならない。 
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２ 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場

合を含む。）の日の属する年度の翌年度から５年間、大臣の要求があったときは、いつでも

閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（提出部数） 

第 17 条 この要綱に定める申請書その他の書類の提出部数は、２部（正本１部、副本１部）

とする。尚、電子メールで提出する場合の提出部数は、１部（正本１部）とする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 23年度の補助金から適用する。 

 

附 則（平成 24年３月 29日付け国総物第 109号） 

この要綱は、平成 24年度の補助金から適用する。 

 

附 則（平成 25年４月 17日付け国総物第６号） 

この要綱は、平成 25年度の補助金から適用する。 

 

附 則（平成 28年３月 31日付け国総物第 83号） 

この要綱は、平成 28年度の補助金から適用する。 

 

附 則（平成 29年５月８日付け国総物第８号） 

この要綱は、平成 29年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和３年４月１日付け国総物第 173号） 

この要綱は、令和３年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和４年３月 31日付け国総物第 94号） 

この要綱は、令和４年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和６年４月４日付け国自物第２号） 

この要綱は、令和６年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和７年３月 14日付け国自物第 324号） 

この要綱は、令和７年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和８年３月２日付け国自物第 315号） 

この要綱は、令和７年度一次補正の補助金から適用する。 
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別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに

当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しな

いことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方

が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき。  

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき

関係を有しているとき。 
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別表１ 

 

  

補助対象事業 総合効率化計画策定事業 

内容 物資の流通の効率化に関する法律（平成 17年法律第 85号）第６条第１項

に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業 

補助対象経費 ① 計画策定のための調査に要する費用（協議会開催等の事務費、データ

の収集・分析費用、アンケート実施費用、専門家の招へい費用、短期

間の実証調査に係るトライアル輸送の費用等） 

② 総合効率化計画策定事業において、流通業務（輸送、荷役、保管、荷

さばき、流通加工）の省人化・自動化に資する機器の導入等の計画に

要する費用（データの収集・分析の費用、短期間の実証調査のための

費用等） 

補助率 ① 定額、②１/２ 

補助金の額 ①上限額 200万円、②上限額 300万円 

※①＋②＝上限総額 500万円 

補助金の額の

確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額） 

備考 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 
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別表２ 

 

  

補助対象事業 モーダルシフト推進事業 

内容 認定総合効率化計画に基づき実施する事業であって、貨物自動車による陸

上輸送から鉄道輸送又は船舶を利用した海上輸送へ転換すること等によ

り、CO2排出量の削減を図ることを目的として実施する事業 

補助対象経費 ①・貨物自動車による陸上輸送から鉄道又は海上輸送に転換する場合に係

る運行経費 

・鉄道又は海上輸送により新規貨物を輸送する場合に係る運行経費 

②モーダルシフト推進事業の実施に当たり、流通業務（輸送、荷役、保管、

荷さばき、流通加工）の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係

る当該機器のリース・レンタル経費 

補助率 ①１/２、②２/３ 

補助金の額 ①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

※①＋②＝上限総額 1,000万円 

補助金の額の

確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金

の額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額） 

備考 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 
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別表３ 

 

  

補助対象事業 幹線輸送集約化推進事業 

内容 認定総合効率化計画に基づき実施する事業であって、発荷主から着荷主ま

での輸送距離が概ね 30km 以上ある貨物自動車による輸送において、複数

荷主の貨物を集約化して、積載率を向上させて、走行車両台数及び CO2排

出量の削減を図ること等を目的として実施する事業 

補助対象経費 ①輸送の集約化に伴って新たに発生する増加分の運行経費 

②幹線輸送集約化推進事業の実施に当たり、流通業務（輸送、荷役、保管、

荷さばき、流通加工）の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係

る当該機器のリース・レンタル経費 

補助率 ①１/２、②２/３ 

補助金の額 ①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

※①＋②＝上限総額 1,000万円 

補助金の額の

確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金

の額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額） 

備考 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 
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別表４ 

 

  

補助対象事業 ラストワンマイル配送効率化推進事業 

内容 認定総合効率化計画に基づき実施する事業であって、ラストワンマイル配

送の効率化により、走行車両台数及び CO2排出量の削減を図ること等を目

的として実施する事業 

補助対象経費 ①・貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約化して、 

積載率を向上させて配送する場合にかかる運行経費 

・旅客自動車運送事業者が貨物を運送する場合にかかる運行経費 

②ラストワンマイル配送効率化推進事業の実施に当たり、流通業務（輸送、

荷役、保管、荷さばき、流通加工）の省人化・自動化に資する機器を用

いた場合に係る当該機器のリース・レンタル経費 

補助率 ①１/２、②２/３ 

補助金の額 ①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

※①＋②＝上限総額 1,000万円。 

補助金の額の

確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金

の額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額） 

備考 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 
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別表５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象事業 中継輸送推進事業 

内容 認定総合効率化計画に基づき実施する事業であって、貨物自動車による輸

送において一つの行程を複数人で分担することでトラックドライバーの

負担軽減を図ること等を目的として実施する事業 

補助対象経費 ①中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費 

②中継輸送推進事業の実施に当たり、流通業務（輸送、荷役、保管、荷さ

ばき、流通加工）の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係る当

該機器のリース・レンタル経費 

補助率 ①１/２、②２/３ 

補助金の額 ①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を

上限とする。 

※①＋②＝上限総額 1,000万円。 

補助金の額の

確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金

の額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、当該変更後の額） 

備考 ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

※ 本事業に定める中継輸送とは、“中継輸送の実施に当たって（実施の

手引き）”（平成 29 年３月国土交通省自動車局貨物課（現物流・自動

車局貨物流通事業課））内“１-②．中継輸送の方式”に記載のある事

例を原則とする。 


